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2．改正の概要 （適用時期は大綱に記載なし）
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3．実務上の留意点

4．今後の注目点

（1）株式の帳簿価額の切り下げ
50%超の支配関係を有する一定の法人（特定関係子法人）から受領する一定の配当等
の額（対象配当金額）が、特定関係子法人株式の帳簿価額の10%超の場合、受取配当
益金不算入制度等により非課税となる金額を特定関係子法人株式の帳簿価額から減
額する。

1．改正の趣旨
子会社が配当を行うとその純資産減少に伴い子会社株式時価が減少する。一方、受領した配当は親会社で益金不算入となり、課税されない。
このことを利用した、子会社配当と譲渡を組み合わせた意図的な損失創出を用いた租税回避を防止する。国際的なM&A等を利用した租税回
避防止を意図しているものと考えられる。

（2）次の場合は対象外となる
i. 特定関係子法人（下表「子会社S」）が内国法人で設立日から50%超の支配関

係（特定支配関係）発生日までの間、90%以上の株式等を内国法人・居住者等
に保有されている

ii. 配当が特定支配関係発生日後に増加した利益剰余金から支払われている
iii. 特定支配関係発生日から10年を経過した日以後の配当
iv. 事業年度中の対象配当金額が2,000万円以下

法人
P

子会社
S

譲受人

②
配
当

旧株主

①S株式取得 ③S株式譲渡

改正後：②配当がS株
式簿価の10%超の場合
、P社はS株式簿価を益
金不算入相当額減額

改正前：①S株式取得後に②配当を受領し（それ
に伴いS株式時価が減少）、 ③S株式譲渡を時価
で行うとP社で譲渡損が生じる。

• 非居住者である旧株主（外国法人株主含む）からの子会社株式取得時に、当該旧株主の譲渡所得に日本の所得税等（事業譲渡類似株式
等）が課されていた場合の取扱い

• 上記（２）ⅱの「90%以上の株式等を内国法人・居住者等に保有されている」の部分の具体的な判定方法
• 子会社株式帳簿価額の減少額の具体的な計算方法と、その相手勘定（利益積立金額、資本金等の額、その他）
• 子会社清算時のみなし配当の取扱い

• 100%保有の内国法人子会社からの配当であっても、設立日以降の資本関係によっては本改正が適用される可能性がある。

子会社Sの設立日から特定支配関係発生日までの間の株主の状況

内国法人・居住者90%以上 内国法人・居住者90%未満

子会社Sが外国法人 規制対象 規制対象

子会社Sが内国法人 規制対象外 規制対象
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③S株式の譲渡時
（現預金）200／（S株式）205

（譲渡損）5

一連の取引でP社に損失が生じない
（配当5、譲渡損△5）

S株式
205

③S株式の譲渡時
（現預金）200／（S株式）300

（譲渡損）100

一連の取引で95の損失がP社に生じる
（配当5、譲渡損△100）

S株式
300 

簿価修正
なし

簿価修正
△95

①取得時
S株式を300で計上

①S株式を
300で取得

法人
P

外国
子会社

S

③S株式を
200で譲渡

外国子会社Sの株式情報
帳簿価額（取得時価）：300

配当後時価： 200

100%

5．改正の事例

旧株主

S株式
300 

②配当時
配当100のうち5が益金算入

S株式
300 

①取得時
S株式を300で計上

②配当時
配当100のうち5が益金算入
S株式を95減額

【改正前】
P社の処理

【改正後】
P社の処理

②
配当
100

譲受人

※法人Pが外国子会社Sを100％保有する場合
（外国子会社Sからの配当については法人Pで外国子会社配当等益金不算入制度によりその95％が益金不算入となる場合）


